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はじめに

　本誌編集委員の方から・当館．Oレファレンス・サーrLビス，とくに，文書による

レファレンスについ℃，その実情を紹介してほしいという依頼を受けたが，現

在，レファレンスの現場から離れているため，直接質問た接する機会が少ないこ，

とと・時間的な余裕がながつたため，満足なものが書けなかった。とくに本誌創

刊号に土井稔子さんが・国立国会図書館の現状と問題点について詳細な今析をし

て紹介なさっているので，そρ後を受けて恥ずかしい気がするが，過去における

経験や；記録・統計，．さらには，現在直接レファレンスを担当し心いる職員から

与えられた情報などをもとに，当館の実情の紹介と，文書レファレンスに‘つい

て，私なりにまとめてみtcいと思う。

ゴこζ数年来・図書館業務の中でも・とくに貸出しがクローズ・アップされ，貸

出し以外9）業務が忘れられて疑る感があるが1貸出レと並んで，レファレンス・

サービスも図書館にとって重要な業務であることは確かであろう。『

　当館が開館した昭和36年ごろの図書館界の情勢は・、JLAめ参考事務分科会が

「参考事務規程」を作成する，など》レフアレンスヴ「ビスがようやく軌道に乗

りだした麟であった・当館は函館当初から主題別意制歳用し，レファレ．

ンス・サービスにはとくに力を注いできた。

　レファレンスのシステム

　本題にはいる前に，当館のレファ、

レン界のシステムについて簡単にふ

れてみたい。レフ．アレンス・サービ

スは，奉仕課が担当しているが，そ

、の組織は図表（1）のとおりである。

　分科閲覧室は，専門書を中心に備

え，成人・大学生を，よみもの部

は，ポピュラー・ブッダを中心に備

え高校生以上を対象に，小中学生三
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は，：幼児～中学生を，学習室は，．高校生・受験生を対象にした部屋である。

　このように，対象によって部屋がわかれており「，さらに分科閲覧室は，主題に．

よ、ってカウンターがわかれているので，ジファ．レンズの処理は次のような形で行

なっている。’

　1．’口頭でゐ質問は，その内容によってそれぞれのパートで受理し・’処理す

　　る。

2．電富士によ碩問は，すべて調査相談室で回し，次のような基準で

　　処理する。
　．（1）・参考図書ゐ範囲内，．あるいは簡単に回答が得られると判断されるもの

　　　（いわゆるミクィックrレフアレンスミ）、

　　（2）二つ以上のパートにま咋がる三審のもの

　　（3＞市政・郷土に関するもの
　　　　以上のものについては，調査相談室で処回し，それ以外の専門的な質問

　　　’は，その内容に応じて各専門主題パートへ回付する。幽

　次の表でみるとおり，質問件数1さ年々増加の一途をたどっている（図表（2惨照）。

　利用が増加する「にしたがって，資料探索技術，応対技術の向上をはからなけれ

ばならないことは当然で，レファレンス連絡会議の開催，「調査相談の記録」

　　　　　　x　　　　　　　　　　　図表（2）レファレンス件数の推移（単位件）
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図表く3）各部？室別処運件数（昭46） 図表（4）レファレンス文書の流れ
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（年刊）の発行，参考事務事例交換会の開催など，つねに研修を重ねている。レフ

ァレンス・サービスの中心は何といっても分科閲覧室で，昭和46年1月～12，月の、

各部・室別レファレンス件数1‡，図表（3）のとおりであるが，この図でもわかると

おり，分科閲覧室での処理件数が，全館の約80％を占めている。（なお，後掲資

料「調査相談事務規程」参照。）

　質問文書の処理

　いろいろ前置きが長くなってしまったが，、本題である文書によるレファレンス

の問題にはいろう。

　当館あての郵便物は・すべて庶務線が受理し・それぞれあて名にしたがって仕

分けして配布される。ここで，調査相談室あて，レフアヒンス係あて，あういは

質問為あて等，あきらかにレファレンス文書と判断されるものはもち6ん，館あ

て，館長あてのものであっても内容がレファレンス文書であるものはすべて調

査相談室に回付される。調査相談室では，これを受付日付順にく文書送受簿〉に

記入し，一連番号を与えた後，さきに述べた基準にしたがって担当係を決定し，

それぞれのパートへ回付する。各パートでは担当者を決め，あるいは共同で調査
し，層 �嘯�?ｬして調査相談室へ返す。調査相談室では，その内容を検討した

後，起案する。決裁（当館では課長決裁）がおりると，再び調査相談室へもどさ：

れ，発送される（図表（4惨照）。
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　〈文書送受簿〉には，受付年月日，｛発送年月目，偽件名．7文書番号等を記入する

ようになっている。文書決裁綴りは，1年分ずつまとめてとじ，調査相談室に保

存している。

　文書レファレンスはどのくらいあるか　．　　　　　　　　　　　　　1　、

　文書によるレファレンスの件数は，’図表（2）にみるように，決して多いとはいえ

ない。誉れだけの数字で，、老の傾向をうんぬんするのは少々乱暴なはなしかもし

れないが，当館の実情を知っていただく意味で紹介してみたいと思う。件数は少

ないながらも・i全国各地から質問が寄せられる・最近3年間の府県別文書数は・

図表（5）のとおりである1これを，大阪市内と市外とに分けてみると，昭和44年，

市内24通45件・市外48通S6件・昭和45年は7．t市内23通34件・市外65通106件；さ’

らに昭和46年には，市内16通39件，市外58通．100件というように，市内からの件

数ほ年i減少Ll市外からのものρ贈加する傾向がうかがえる（図表（6十三”’大阪

府下のものを便宜上別にした）』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　当館に寄せられる文書のほとんどがデ個人（一般公衆）からのもので・市外か

ら寄せられたものをあげると∴昭和44年は49通中46通，、45年1ま65通中61通，46年

　　　　　　　　　　図表（5）府県別文書レファレンス数（単位通）
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図表（6）市内・府下・他府県の比率

昭和44年 置和45年 昭和46年
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42通（56．8％ン

計 72通（100％） 88通　（　100％） ’74通（100％）

は58通中51通までが個人かち寄せられた質問である。いいかえれば，図書館を通

じて質問してぐるケースは非常に少ないりである。これらの人たち（質問者）が

事前に地元の図書館を利用しているのかどうかについては不明である。

　市外からの質問文書が，年タ増加の傾向にあると述べたが，このこと自体は別

にふしぎでもないかもしれない。というのは1・市内居住者は，わざわざ文書によ

．らなくても直接来館したり，電話で問い合わせることができるからである。

質問の内容

　質問の内容を大別すれば，

　（1）利用案内に関するもの

　（2）資料の所蔵調査に関するもの

　（3）特定主題の文献紹介

　（4＞事実調査

に分けられると思うが，当館に寄せられる文書の場合，とくに事実調査が多く，

資料の所蔵調査に関するものがこれに次ぎz特定主題の文献紹介，利用案内、の順

になっている。

　これらゐ質問の中で，（1），（2）については別に問題はないと思う。また，（4）の中

でも大阪に関する質問，たとえば，

　・大阪府古書籍商協同組合’の所在地について

　・大阪市の予算について　　　　　　　、　　　　　　1　　　．

　　・浪速区大国町の地名の由来と，大国神社についで

　・大阪のサカが「坂」から「阪」になったことについf

などは，地元の府県立図書館でも解決できるものもあると思われるが，当館に質

問されてもおかしくはないであろ、う。問題は，どこの図書館でも簡単に回答でき

るのではないかと思われる質問，たとえば，

　　・家庭医学関係の本で，昭和37～42年に出版されたものを紹介してほしい。

　　（奈良）
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　・在外目本公館および，在日外国公館の所在地を知りたい。（兵庫）

　・レッドペパーとパプリカのちがいについて。（京都）

　・司書補の講i習について。（奈良）

　・韓国の通貨単位を知りたい。（三重）

　・高田好胤の経歴について。（広島）

　・手紙の書き方について。（大阪府下）

などは，地元の図書館で十分解決できるのではないだろうか。また，

　・姫路市・神戸市にある公立結婚相談所の所在地について。（兵庫）

などは，むしろ，直接姫路市立図書館や神戸市立図書館へ照会してもらった方が

いいよう、に思う。しかし，、現実にはこのようなケースが，かなりある。これらρ

ことから考えられるのは，

　（1）　’地元の図書館でも，レファレンス・サービスを行なっていることを知らな

　　いσ　（図書館のPR不足rb）？）　　　・　で

　（2）地元の図書館S照会レたが｝資料不足なεの理由で解決できなかった。

かめいずれかで，たまたま当館がレファレンス・サービスを積極的に行なってい

ることを知。．て質問してこられたものと思う。地元の図書館でも十分回答できる

と思われるものについ℃は，回答文に地元の図書館の所在地などを記し，ぞちぢ、

も利用されるようすすめることもある1

　レファレンスの相互協即について

本誌創刊号で，㌦土井稔子さんが，レファレンス量の急増と・内容の複雑化に・「

人員ρ増加が伴わず，ご苦労なさっている国立国会図書館の窮状を訴えておられ、

る。そめ一因は，．地芳の一般公衆からのレフ’アレンス（その中には，地元（！）公共

図書館・大学図書館でも十分解決℃きるものがあるど思われる）が多いことをあ

げておられる。その解決策として，．地方の公共図書館・大学図書館で解決できる

もの忙ついては，そちらを利用するよう呼びかけることを考えておられるとのこ

とで，その具体的な方法1ごまで言及されていう。そ．こに提案されている4点のこ

と（公共図書館隠大学図書館にとって，それほど負担になるとは思やれない）

が，公共および大学図書館ρ協力を得て実現されるならば∴国会図書館の事務量

は相当軽減され，密度の高い業務を行なってもらえるのではな吟かと思う。

　国立国会図書館に寄せられう質問の中には，わざわざ国立国会図書館へ照会し

なくても・地元の図書館で＋分解決できると思われるもめが相当数ある季うであ

　　　　イる。本誌第3号に，その事例の一蔀が紹介されているb質問者は，国立国会図書

館一蹴ばなんで癬決するだろうとゆ信駆から頑問を寄せるのであろ・う

　　　　　　　　　・　　　　　　　　一56－　　1



が，結果的にはそのことが，土井さんが述べておちれるような事態をまねき・国

立国会図書館の機能を低下させ，他方，公共図書館や大学図書館のレフアレン入

、・ Tービスの振興を遅らせる一因にもなっているのではないだろうか。

　文書は，どんな遠隔地ごべき地からでも，書く手間と少々日数のかかることさ

えいとわなければ，質問するこどができるという特牲を備え’（rいる反面，質問を

受ける図書館側からいえば，職業・年令などが明記されている場合が少なく，質

問の動機・目的が不明であ6たり∫または，どの程度の回答を求めているのか不

明確な場合が多い。したがって質問の要旨を的確にっかめず苦労することもまま

ある。しかし，これらのことは，　「ご質問の際には，次のことを明記してくださ

い」というようなPRをすることによって，・ある程度解消することかもしれな

い。

　他府県の人たちから寄せられる質問事例から判断すると，まだまだレファレン

ス・’ Tービスの、PRが不足しているように思われる。しかし，現実には，資料不

足，レファレンス係の未設置など，受け入れ態勢が十分に整っていない館も多い

のではないだろうか。

　国立国会図書館に望むこと

　国立国会図書館に対する要皇は，ワークショップをはじめ，いろいろな機会に’

出されているので，ここで繰り返す，ことは避けるが，これらの要望や，公立図書

館調査の結果などから5各図書館が国立国会図書館に何を求めているかを十分は

あくしていると思うので，それらをじっくり検討して，実現可能なものについて

は，，さ6そく実施し，不可能だと思われるものについては，その理由を明確にす

るべきではないだろうか。

　さしあたっては，公共図書館，大学図書館に対して協力を呼びかけているが，

これらの協力によらて生じる余力を，どのように活用するのか（協力が得られな

’いことによって，どんな業務が停滞しているのか），その具体的な計画をお知ら

せ吟ただければ幸いである。　　　　　　　　　　　　　　　．　　　’、

　また，国立国会図書館が，公共図書館や大学図書館の実情をはあくすることも

必要であるが，国立国会図書館の実情を知らせることもたいせつだと思う。それ

には，あらゆる機会に実態を紹介し，刊行物などはできるだけ広箪囲に配布すべ

きであると思う。

おわりに

全国図書館大会のレファレンス・サービス部会では，ここ数年来，相耳協力の

一　57　一一



ヒ
〆

問題を：回り上げているが，各図書館が1・日も早く，その態勢を整え，現在国立国

会図書館へ直接照会されている質問の中で，地元で処理できるものはどんどん処

理し，国立国会図書館にほ，各図書館で処理でき奪か6たものの処理や，あるい

は書誌・目録類の作成など・．国立騨会図書館でしかできないような業務に専念し’

ズもらい，各図書館をバヅク・アップしてもらうという方向が望ましいのではな

いだろうか6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（にしだ・ふみお：大阪古立中央図書館司書）

　　　　　　　　　　　資料　大阪市立回書館調査相談事務規程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定　昭36．10．125市教育下達6

（目的）1

第ゴ条　大阪市立図書館（以下館という。）『

における調査相講務について1ま，騨

　定めるものを除くほか，この規程の定め

るとこうによる・　．lt、
（調査相談の原則）

第2条調査相談に対する回答は，図書資

料（以下資料という。）を紹介することを．

　原則とずる。’

2．軽易な質問であって適正な資料の裏付

　けのあるものについては，解答を行なう

　ととがある。ただし，次の各号の1に該

　当する場合は，ての限り．でない。

　（1）医療，健康相談

　（2）法律相談　・

　（3）身上相談

　（4）仮定又は将来の予想に関する相談・・

　（5）学習課題

　（6）懸賞問題

　（7）その他館長が指定する調査相談，

3　館に資料のない場合には，適当な他の

　図書館，専門機関釆は専門家に対し照会

　する。

（受理の制限）

第3条　公共の福祉に影響を及ぼしヌは他

　人の生命，財産，名誉等に関係があると

　考えられる調査相談は，受理しない。

⊆調査相談め受付）

第4条　調査相談の受付は，開館中とす

　る。．．　　　・　　　　　　　　　　’

2　調査相談は，口頭，電話又は郵便によ

　ρて行なうととができる。

（調査相談の経費）

第5条　調査相談の事務で資料の運搬等特

．別の経葺を必要とする≒きは1その経費

　は質問者が負担するものとす，る。

（細，則）

第6条　この規程に定めるもののほか，調

　査相談事務に必要な事項は，館長が定め

　るQ・．

　　　附　則

　ζ（P規程は・昭和36年11月手日から施行

　する。
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